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世界的な半導体不足における電気通信設備工事の適切な工期確保について 

 

 

現在、世界的な半導体不足の影響により、電気通信設備工事において使用する機器及び

資材（以下「機器等」という。）の納期遅延が生じている。 

これにより、当初工期内に工事が完成できない事態が想定されるため、機器等の納期遅

延に対しては、当面の間、下記のとおり適切に対応されたい。 

 

記 

 
１ 工事の工期延期及び一時中止 
 受注者より、半導体不足の影響による機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成で

きないことを理由に、工期の延長を請求された場合は、工事請負契約書の規定によりその

協議に応じること。 
また、同様の理由により必要であると認めるときは、工事の一時中止等の適切な措置を

行うこと。 
なお、これらについては特段の事情が無い限り、受注者の責によらない事由として取り

扱うこと。 
 
２ 条件明示 
 上記１の対応について、特記仕様書等に条件明示すること。 
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